
 

 

 

 

吸収分割に係る事前開示書面（変更分） 

(会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に定める書面) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年４月 27 日 

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会社分割に係る事前開示書類（変更分） 

 

当社は、アイ・ケイ・ケイ分割準備会社株式会社(以下、「アイ・ケイ・ケイ分割準備会社」

という)との間で、2020 年 12 月 14 日付でアイ・ケイ・ケイ分割準備会社を承継会社、当社

を分割会社とする吸収分割契約（以下、「本吸収分割」といいます。）を締結し、会社法第 782

条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条の定めに従い、2021 年１月 14 日付「会社法第 782

条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に定める書面」により行いましたが、2021 年４月 26

日付で本吸収分割の効力発生日の変更に係る吸収分割契約変更契約を締結したことに伴い、

開示書類に変更が生じましたので、会社法施行規則第 183 条第７号に基づき、下記の項目

につき、変更後の書面を備え置くことといたします。 

 

１．本吸収分割契約の内容 

次の事項を追加いたします。  

 

 「なお、当社は本吸収分割の効力発生日を 2021 年 11 月１日に変更すべく、2021 年４月

26 日付で吸収分割承継会社（アイ・ケイ・ケイ分割準備会社）との間で本吸収分割に係る

吸収分割契約変更契約を締結いたしました。内容は別紙「吸収分割契約 変更契約書」のと

おりです。」 
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